
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洗町介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス 
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【１】事業者登録申請 

（様式名：介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録申請書） 
 

  紙おむつ等販売店舗として登録申請が必要です。 

  太枠の部分を記入してください。 

 

 

 



【２】事業者登録完了 

（様式名：介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録決定通知書 

      大洗町介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録証） 

 
【１】の登録完了後、町から決定通知書と登録証を郵送します。 

登録証につきましては、お客様が見えるところに掲示をお願いいたします。 

 

▼決定通知書 

 

 次ページ登録証見本⇒ 



     ▼登録証 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



【３】おむつ販売 

お客様が利用券を持って来店された時には、紙おむつ等の販売と利用券の半券(上半分)、１割の

自己負担を受領してください。 

また、利用券には購入金額や数量等を記載していただく必要がありますので、次ページの記載例

も合わせてご確認ください。 

 

       

薬局控 

お客様控 

購入月と同じ月の利用券か 

確認してください。 
 

利用券が使用できる期間は 

有効期間を確認してください。 
 

来店したお客様のお名前と 

利用日を記入してもらって 

ください。 
 

店舗名をご記入ください。 

数量、金額等をご記入ください。 

※次ページ参照 



【利用券記入】 
紙おむつ(税込 2,531円)１点、リハビリパンツ(税込 880円)１点、尿取りパット(税込 980円) 

１点を購入した場合。 

 

（記入例） 

 

 

(例)4,391円×0.9＝3951.9ですが、 

100円未満切捨てなので3,900円と 

記入してください。 

支給額合計Ｂと 4,500 円で、金額が

少ない方を記入してください。 



【４】請求書の提出 
 介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス費請求書の太枠の部分を記入し、受領した利用券の

半券(原本)を添えて、福祉課介護保険係まで提出してください。 

 

▼介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス費請求書 

 
 



▼介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス利用券【登録事業者控】 

 

＜問い合わせ先＞ 

大洗町役場 福祉課 介護保険係 

℡  029-267-5111（内線 155） 


